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令和３年度第３回静岡市男女共同参画審議会 会議録 

１ 開催日時 令和４年２月 15 日（火）午前９時 30 分～午前 11 時 40 分 

２ 開催方法 オンライン（Zoom ミーティング） 

３ 出席者  ＜出席委員＞葦名委員、天野委員、岡本委員、川島委員、 

齋田委員、坂巻委員、田中志保委員、 

田中卓也委員、松尾委員、松下委員、 

松永委員、松林委員 

＜欠席委員＞岩瀬委員、小長谷委員、藤田委員 

＜オブザーバー＞谷口静岡市女性会館館長 

＜事 務 局＞鎌田男女共同参画課長、川口主査、杉山主任主事、 

阪東主任主事、中村主任主事 

４ 傍聴者  なし 

５ 会議内容 

【１ 開会】 

【２ 男女共同参画課長挨拶】 

【３ 議事】 

（１）「令和３年度静岡市女性の労働実態調査」報告 

（２）「第４次静岡市男女共同参画行動計画」等の策定について 

 ア 現計画の検証と課題の整理について          

 イ 課題解決に向けた方向性について           

（３）（仮称）静岡市パートナーシップ宣誓制度の導入について 

ア 「（仮称）静岡市パートナーシップ宣誓制度」骨子案のパブリックコメントの 

結果報告           

イ  （仮称）静岡市パートナーシップ宣誓実施要綱（案） 

ウ 制度導入時に適用できる行政・企業サービスについて 

【４ 事務連絡】 

【５ 閉会】 

（会議録） 

【３ 議事】 

事務局    （１）「令和３年度静岡市女性の労働実態調査」報告 

（坂巻会長） 

 資料１－１の従業員アンケート回答の性別の偏りについて、男性の方が少なく、女性

の方が２倍近いという状況だが、配布の際にどのように依頼したのか伺いたい。また、

資料１－２の 136 ページに「ご意見・ご要望の一部をご紹介」と記載があったが、一部

とはどのような意味か。一部抜粋されているとして、その公平性は、市から見て問題が

ないか。 
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（事務局） 

 回答者の属性については、一事業所あたり従業員４名に回答していただくが、その４

名の選抜方法として、各事業所に、可能な限り男性と女性の割合を平等にしてもらうよ

う依頼している。調査名が、「女性の労働実態調査」となっていることもあり、事業所

として、女性の方に多く回答してもらうべきものと解釈していただき、その結果、こう

いった形で女性の方の回答が多かったのではないかと考えている。 

 資料１－２の 136 ページ以降の自由意見欄は、似たようなご意見をまとめさせていた

だいた。 

（坂巻会長） 

 資料１－２自由意見欄についてだが、同じ意見が多数あるということは、同じことを

考えている人が多いということであろう。量的な情報も加味していただければありがた

い。 

（田中志保委員） 

 資料１－２、61 ページの回答者の割合で正規従業員とパートタイマーの割合に偏り

がある。女性の半数が非正規にも関わらず、回答者は、正規職員 84.9％でパートタイマ

ーが 10％となっていて、今後是正が必要と思った。 

また、資料１－２64 ページの従業員の収入について、選択肢の間隔が様々である点

も気になった。 

（葦名委員） 

 資料１－１の 22 ページの設問「あなたは、女性が結婚後も働き続けることについて

どう思いますか。」は、質問自体にバイアスがかかっていると感じた。「結婚後も働き続

けることについて男女問わずどう思うか」というような聞き方をすれば、また回答が違

ったのではないか。 

事務局    （２）「第４次静岡市男女共同参画行動計画」等の策定について 

 ア 現計画の検証と課題の整理について          

（天野委員） 

 第３次男女共同参画行動計画の基本目標 10 の成果指標は「子宮頸がん検診の受診率」

だが、子宮頸がんのワクチン接種は積極勧奨となったため、指標を引き続き検診受診率

とするのか、ワクチンの接種を進めていくべきか検討するのだろうか。検診受診率であ

るならば、目標値についてこのままでよいと思う。 

 同計画基本目標４の指標５、市の審議会等における女性委員の割合について、人材リ

ストを作成して登用を増やしていくという説明だったが、そもそも審議会自体の募集広

報についてどの程度されているのだろうか。広報についても考えることが必要ではない

か。 

（松尾委員） 
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 女性の労働実態調査や各計画の評価と課題について、もう少し現場の情報を取り入れ

た方がよいと感じた。例えば女性管理職の登用について、女性自身の意識向上や男性管

理職が女性登用を進めるとの記載があったが、お茶汲みを女性だけがさせられるような

職場で果たして管理職が目指せるのかという問題もある。現場の女性から実際に聴き取

りをしないと活かせない部分があると思う。この審議会委員にも現場の女性を近くで支

援されている方がいるので、意見を吸い上げてより現実的な解決案に結び付けてほしい。 

 ＤＶ防止計画関連では性教育について、県や市での対策も重要だが、国として教育を

進めていく必要があると思うので、県や市は国への働きかけが必要ではないか。 

（田中志保委員） 

 基本目標２の指標２「中学校における男女共同参画」について、市の出前講座よりも

校則の見直しが重要だと考えている。以前、中学入学時に学校から、「LGBT 当事者でな

ければ長髪でいることに理由がいる」と言われた男子がいたと聞いた。上辺だけの講座

だけでは変わらないので、校則の見直しから進めていただきたい。 

女性活躍推進計画基本目標１の評価と課題に、「コロナ禍で減収したシングルマザー

が増加しているため、これまでの女性活躍推進事業に加え、就労の支援の強化が必要」

との記載があったが、女性の非正規労働者が多いことや賃金格差は、社会構造がもたら

したものであって、私がこの２年間支援してきたシングルマザーにはダブルワーク、ト

リプルワークをしてやっと 20 万の収入を得ている方もおり、もっと支援団体にヒアリ

ングをしたうえで検証してほしい。児童扶養手当の上限撤廃や関連する国の施策にも関

わってくると思っている。 

（松林委員） 

 男女参画行動計画指標４の「週間就業時間 60 時間以上の男性割合」について、割り

算すると週５日であれば１日 12 時間、週６日であれば１日 10 時間となるが、60 時間

以上という基準を、40 時間などもっと下げてもよいのではないか。そうでなければ、男

性も家事・育児を分担できにくくなり、女性の管理職への希望も増えないのではないか。 

同計画指標 10「保育所待機児童数」について、ここ数年０だが、本当に０なのか疑っ

てみる必要があるように思う。正社員になりたいが、子どもを保育所に預けてないので

正社員になりにくい、あるいは正規職員でないと子どもを預けられないという矛盾があ

る。正社員で子どもを預けられない人がいなくなったとしても、子どもを預けられない

ので正社員になれない人にも焦点をあててほしい。 

ＤＶ防止計画の基本目標２「身近で相談できる体制の整備」について、「相談窓口の

更なる周知、被害者を確実に相談窓口につなげられるように」とあるが、コロナ禍で、

女性の加害者からのカウンセリング依頼が増えている状況のため、被害者だけでなく加

害者も確実に相談窓口に繋げられるようにしていきたい。また、「被害者を専門の相談

機関に結びつけられるように」という記載についても加害者も並列で扱ってほしい。さ

らに、基本目標５の評価と課題中、「加害者対策についての具体的な施策を検討する必

要がある」という記載があったのはありがたい。これからは加害者についても対応して

いくことが必要だと感じた。 

（岡本委員） 

 男女共同参画行動計画と女性活躍推進計画の指標４、男性の「育児休業」「介護休業」
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取得については概ね達成している。この４月から法改正もあり取得の働きかけが義務付

けられることから、今後は育休介護休業の取得率を追ってはどうか。また、指標 10 の

「週間就業時間 60 時間以上」に関して、先日新聞で「男性がもっと家事をするために

は、一日の就業時間を 10 時間以内にしないとできない」という記事を読んだ。就業時

間には通勤も含めた時間として考えるほうがいいように思う。 

 イ 課題解決に向けた方向性について 

（齊田委員） 

 若年者への支援について、現計画にも盛り込まれているが、現在課題になっているこ

とは、私たちがそれぞれ得てきた価値観に基づいていると考えており、次世代への啓発

や取組みが見えづらいので、ぜひ重視して進めていただきたい。 

（坂巻会長） 

資料２、現計画の基本目標２の評価と今後の課題の欄には、「学校、家庭、職場、社

会などあらゆる場における男女平等教育の推進に取り組んでいる」とあるが、齊田委員

のご意見のように強化が必要と考える。若年時代からの教育は非常に重要であり、ジェ

ンダーの平等や差別をなくしていくため、意識醸成が求められる。 

（天野委員） 

 行動計画指標７「自治会・町内会における女性役員の割合」について、私自身男女共

同参画の視点から防災を考える講座を受け、防災について考える際の視野が広がったよ

うに感じている。同じく受講された女性たちが町内会で防災に携わっているという話も

聞いている。女性の役員がいる自主防災組織の割合が 53.5％と書かれているが、女性

が一人参画しただけでは発言がしづらい雰囲気に変わりないので、参画した女性が負担

なく役を継続できるフォローも今後視野に入れてほしい。 

（坂巻会長） 

自主防災会に入った女性自身が尽力するだけでなく、受け入れ側の意識改革も同時に

必要とされる。さらに言えば、発災時の意思決定に女性の観点が入るよう、意思決定の

場に女性が入ることを推進してほしい。避難所の運営マニュアルについても、作成の段

階からジェンダー平等や性的少数者といった視点が盛り込まれていなければ活用され

ないと考える。次期計画の中でも、防災について力を入れていただきたい。 

（松下委員） 

計画には行政が関与できることを盛り込まなければ、実効性が担保できず意味がなく

なってしまうと考えている。例えば、田中（志）委員から発言のあった校則の見直しに

ついても、子どもに何かを発言させることも大切だが、教員の研修にもジェンダー視点

をきちんと入れていくということが大切だと思う。防災については、女性会館で地域の

防災担当者や様々な関係者とともに女性視点を入れた講座を実施して、フォローアップ

にも力を入れているが、自治会の組織の役員に男女一人ずつ入れるように、市で指導し

ていただくとか、そもそも女性が行きにくい時間帯や会場、やり方になっていないか、

男性主導となりがちなところに行政から声掛けをしていった方がよいと思う。 
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（坂巻会長） 

今まで女性が参画しにくかった活動については、女性が行きやすい時間帯を設定する

ほか、家事や育児に男性が取組みにくい時間帯があればそれも変更していく必要があろ

う。意識を変えるのは非常に難しい。形から変えていくことが重要ではないか。今後、

育児や家庭にかかわるイベントについては、男女両方とも皆が参加しやすい時間の設定

を検討すべきではないか。 

（松永委員） 

 静岡市女性活躍推進計画の現計画の課題として、女性管理職の登用というキーワード

がとても多いように感じた。同計画の体系図中、基本目標１、女性の職業生活における

活躍を推進するための支援措置の（２）希望に応じた多様な働き方の実現に向けた支援

の措置という部分が、あまり推奨されていない印象を受けた。女性が全員、果たして管

理職に就きたいのかどうか、女性自身が思う多様な働き方ができているのかどうかとい

う視点も強化していただきたい。 

（坂巻会長） 

性別問わず、ライフステージに応じて、状況に応じて働き方を選択できる環境づくり

が重要であろう。 

（田中卓也委員） 

 私が教育分野に携わっていることや災害の経験から、他の委員の意見には賛同してい

る。また、本審議会は年間の回数が限られるので、幅広い意見交換ができるよう開催回

数を増やすことも視野に入れていただきたい。 

（川島委員） 

 行動計画の指標２「中学校における男女共同参画啓発活動の実施割合」については、

実施の有無だけでなく、どのような内容で取り組むかも大切ではないか。 

また、田中（志）委員の話にもあったように、頑張って働いているにも関わらず苦労

されている女性がたくさんいる。福祉行政と、是非横の連携をとっていただきたい。 

（坂巻会長） 

 社会課題に対して、市にどのように関与してもらうのかが重要だと思う。可能であれ

ば、市としてどのように働きかけてもらいたいかということにまで、踏み込んだご意見

をいただければありがたい。 

（葦名委員） 

 男女共同参画行動計画の基本目標９「男女間のあらゆる暴力の根絶」について、指標

12 は「ＤＶ相談窓口の周知度」とあるが、結局のところ重要なのは相談に来た人をどこ

までフォローできているかという点だと思う。そもそもＤＶで相談に来ること自体物凄

く勇気が要ることである。行政は悩みを聞いただけで終わっていないだろうか。普段私

が相談を受ける中で、既に訴える他解決方法がない状態となってはじめて相談者にお会

いすることが多く、「もっと早く相談につながっていたら」と歯がゆく感じている。ま



6 

た、お子さんがいる家庭で我慢を強いられているご家庭も多く、窓口まで出向いて相談

する方法が馴染まないケースもあって気になっている。勇気を出して相談にきたＤＶ被

害者の手を離さず継続的にサポートするような仕組みが整っていないと、ＤＶの根絶に

は至らないと考える。 

（坂巻会長） 

前回の審議会で田中（志）委員からも問題提起があったが、女性に対する暴力だけを

考えるのではなく、子どもへの暴力もまとめて考える必要があり、あわせて支援できる

ような体制づくりが重要と考える。 

男女共同参画行動計画、ＤＶ防止基本計画、女性活躍推進計画の３つの計画をまとめ

ることについてご意見はいかがか。個人的には、ＤＶも女性活躍も男女共同参画の計画

と重複する指標が多いことと、ジェンダー平等あっての活躍推進で、女性が継続して自

ら職業を選んで働き続けられるためには、男性にとっての男女共同参画の推進が密接に

関係してくるため、「ＤＶ防止基本計画」と「女性の活躍推進」を男女共同参画行動計

画全体から切り離して独立させるのは難しいのではという印象である。 

計画をまとめることにより、ＤＶや防災、男性のワークライフバランスなど重点的に

進めるべき施策へ、人・予算・時間をかけていただけるようにしたい。前回、田中（志）

保委員から、女性活躍推進計画は他の２計画と切り離してもよいのではとのご意見があ

ったので御意向を伺いたい。 

（田中志保委員） 

 今の坂巻会長のお話から、３計画はまとめたほうがいいように思えてきた。 

（岡本委員） 

 計画をまとめることに賛同する。 

（松尾委員） 

 ３つの計画は重複部分が多く、分かれていることでやりにくいという部分もあるかと

思う。３つ一緒になることで、効果的にできることも多くなるのではないか。 

（坂巻会長） 

３計画をまとめることによって、市民にとって分かりやすくなるだけでなく、市事務

局の業務効率化も図れるのであれば、まとめた方がよいと思うが、事務局としてはどう

か。 

（事務局） 

指標重複などの理由から、計画に紐づく各事業の進捗状況について、今現在も３つの

計画まとめて関係する所属へ照会している。会長ご発言のとおり、３つの計画がまとま

っていた方が、より効率的に事務も進められるように思う。 

（坂巻会長） 

 ３つの計画を１つにまとめるほうが、運用その他の面において事務局にとってメリッ

トがあるとのことであるから、この審議会としては３つの計画を１つの計画、男女共同
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参画行動計画にまとめる方向性で推していくかたちとする。 

（各委員） 

 異議なし。 

（川島委員） 

 先ほどから何度も話題にはなっているが、「男女共同参画」の視点は、いずれの分野

にも関わってくるような内容も多いため、男女共同参画課が中心となって進める上で、

関係課の横のつながりを大切にしていただきたい。 

（坂巻会長） 

 川島委員の御指摘にあるように、どの分野にも関わってくるのが男女共同参画の考え

方である。横のつながりを強めながら施策を推進していけるような計画にできれば望ま

しい。 

事務局    （３）（仮称）静岡市パートナーシップ宣誓制度の導入について 

（松尾委員） 

 三点について意見がある。一点目は、事務局の説明では悪用という言葉が多く出てき

た。悪用は、異性同士、婚姻でも起こりやすく、むしろ悪用しやすいと言える。悪用に

ついて市が発言することは、その部分が強化されてしまう。法律上の婚姻関係にある夫

婦においても起きることなので、その感覚は下げていただきたい。 

二点目は、資料３－１については、市の考え方として公開される。市民からいただい

た意見でも間違っている内容については、きちんと回答しておいていただきたい。例え

ば、№46 の高校生のご意見では「東京では同性婚が認められると聞いた」と書いてある

が、実際は認められていない。明らかに間違っている意見は指摘したほうがいいと思う。 

三点目は、今回、分類Ａの「骨子案に反映します」が０というのも気になっている。

例えば、公務員や公立に関しては、是非公務員から実施してもらいたい。公務員から実

施していくことで、企業に繋がっていくと思う。公務員からやってもらいたいという意

見、結構出ていると思うので、そのような意見に関しては、やはり反映してもらいたい。

公務員からやっぱりどんどん進めていかないと、企業は納得してくれないと思うので、

その部分は考えていただきたい。 

（坂巻会長） 

 松尾委員の意見に賛成する。分類の内容を少し変えたほうがいいのではないかという

印象を持った。Ｑ＆Ａに取り入れるという話もあるので、取り入れ方がわかるような書

きぶりにした方がいいのではないかと思う。 

（松林委員） 

 実施要綱について質問です。要綱、本当に良くできているなと思う。 

第２回審議会の繰り返しにもなるが、「要綱第２条（１）パートナーシップ 互いを

人生のパートナーとし、日常生活において、経済的、物理的かつ精神的に相互に協力し
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合うことを約した二人の関係をいう。」とある。 

これは、例えば、前回、対象を事実婚も含めると間口が広がってしまい、本来の目的

がぶれるという意見もあった。事実婚の人たちも対象にしていいと考える。なぜかとい

うと、これからは高齢の方も同棲を望む人たちも出てくると思うからである。子ども達

からの反対や相続のこともあるため婚姻届を出せないが、事実婚はしたいという高齢者

もいると思う。また、夫婦別姓を望む人たちもいると考える。 

そういうことも含め、事実婚の方たちもパートナーシップの対象としたい。 

資料３－２の３ページに「（宣誓書受領書等の返還）、（３）双方が市外に転出したと

き。」とある。 

先日の新聞では、他市との連携について掲載されていた。返還せず、他市に転居して

も、静岡市の証明書が活きるように、他市との連携を進めてほしい。例えば、静岡市と

浜松市と連携を結ぶことができれば、静岡県の中でもさきがけになると考える。他市や

他県に転居しても、静岡市の証明書を活かして使えるような制度となるよう進めてほし

い。 

（坂巻会長） 

 パブリックコメントにおいても連携についてご指摘があった。県内の他自治体や県外

の自治体とも連携を進めていただきたい。 

松林委員の御意見の前半についてであるが、事実婚の方を含め広い射程を持っている

のが静岡市の制度であると理解している。旧姓使用等を希望されており、法律婚を選ば

れない方もいらっしゃる。お子さんの問題とかも出てくると思う。ご意見にあったよう

に、対象は性的少数者の方等や同性婚を希望される方だけに限らない、非常に広い制度

であることも推していただければと思っている。 

（田中志保委員） 

 宣誓したカップルがパートナーシップを解消する理由としては、ＤＶなど色々な場合

が考えられる。解消については、どちらか一方が死亡したときだけではなく、どちらか

一方がこれに準じなくなったときのような表現が入っているとよいと考える。 

（葦名委員） 

 要綱案における宣誓の要件第３条（４）についてです。事実婚が議論されている中で、

この条項における表現が気になる。「双方が婚姻（事実婚も含む。）しておらず」という

ことは、このままだと「事実婚の方は使えない」と読めてしまう。この表記のままだと、

異性間の内縁関係、婚姻に近い状態まで保護が認められている分野が含まれていないと

いう受け取りをしてしまう。ここの工夫が必要と考える。 

（坂巻会長） 

 葦名委員に御質問がある。事実婚の方も実際上それを証明するのが難しくあるいは面

倒で、法上得られうる保護や便宜が得られにくいということがあれば、こちらの制度を

併用して使っていただくのが便宜であるように思われる。そのような理解でよいのだろ

うか、法上の保護があるので対象外としても特に問題はないと言えるのだろうか。 

（葦名委員） 
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 ご質問ありがとうございます。弁護士においても意見が分かれることが前提となる。

事実婚や内縁関係というのは、定義が曖昧なところがあり、一方は事実婚の内縁関係だ

と思っていても、片方がそう思っていなかったりということが往々にしてある。 

田中委員から御指摘があったように、法律婚だと認められる保護が、事実婚だと主張

する人達の間でどこまで認められるか、双方に温度差があると紛糾することが調停の場

などでよくある。 

個人的な見解としては、法的な身分形成でないものの、市役所の下で申請して、お互

いに宣誓した証明書を持っているのが前提であるので、法律上今まで保護されてきた内

縁関係や事実婚と同様の保護を検討すべきだと議論しやすくなると考える。 

以上のことから、当制度を活用していただくのは良い方向性であると考える。 

（坂巻会長） 

 そうであるとすれば、第３条（４）中にある「（事実婚を含む。）」を削るとそのよう

な運用が可能になるということと思われる。 

ご意見・ご質問、他にはいかがか。 

 個人的には、病院が大きな問題の 1つになっていると認識している。病院で本当に切

羽詰まったときに、どのようにすれば当事者の意思を汲んでもらえるか、たとえば、当

事者と非常に親密な関係にある方に面会を認めてもらうとか、あるいは処置についてパ

ートナーとしてその方の意見を聞いてもらえるのかということである。 

病院においてそのような運用を受けるためには、本制度を病院側に周知するとともに、

病院側の要望を反映していくことも必要かと思う。宣誓書受領カードの提示だけでは難

しいのであれば、例えば、別途、「もしも万が一こういうことがあったときに、この人

に意見を聞いてください」というようなお互いの意思を表示するカードを合わせて配布

するといったこともあるかもしれない。 

パブリックコメントについてだが、№101 のご意見は、説明、骨子案の文面について

の御意見であると思うが、「生きづらさや困難の解消に繋がる解消」というのは「軽減」

のほうがいいのではないかという御意見と、「婚姻制度ではありません」ではなくて「異

なります」という表現のほうがいいのではないかと考えるご意見である。当事者の方か

ら見たら、この制度ではまだどうにもならない難しさはたくさんあるかと思うので、軽

減という表現のほうが適切に思う。また、当事者の方が受ける印象を考えると、「異な

ります」という表現の方がよいように思う。№101のご意見についてはご検討いただき、

取り入れられる部分があれば取り入れていただきたい。 

議論はここまでとする。この会議後、お気づきの点、質問、ご意見などは文書でご提

出いただきたい。 

全体を通して活発な質疑応答、ご意見を本当にありがたく思う。また、議事進行への

ご協力に、心より感謝申し上げる。 

パートナーシップ制度は、男女共同参画課の皆様の尽力により目途がついてきたと思

う。御尽力に感謝申し上げる。 

これから第４次計画の審議に進むことになる。次回の開催は、５月である。その段階

である程度原案を出していただくことになるので、今の時点でぜひみなさまのご意見を

いただきたい。言いそびれた点、お気づきの点、推進していきたい点など、文書でお教

えいただくようお願いしたい。次回の審議会まで間隔があるので、ぜひともよろしくお

願いしたい。 
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本日の審議は以上で終了とする。進行を事務局にお返しする。 


